
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 11 府 省 庁 名  農林水産省        

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（軽油引取税） 

要望 

項目名 
軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（林業・木材産業関係） 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

林業、木材加工用機械等の動力源に供する軽油に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の３年延長 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

林業、木材加工用機械等の動力源に供する軽油を使用する林業者、木材加工業、木材市場業等 

 

・特例措置の内容 

軽油引取税は、軽油の製造業者又は輸入業者及び元売り業者から軽油の引取りを行う者に対し課税される

が、林業、木材加工業、木材市場等を営む者が林業・木材加工用機械等に使用する軽油については、所定の

手続を経た上で免税（軽油引取税：32,100円／キロリットル）。 

 

関係条文 

 

 地法附１２の２の７ 

減収 

見込額 

［初年度］  ―   （▲５，４６０   ）  ［平年度］   ―   （▲５，４６０     ） 

［改正増減収額］  ―                            （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

林業・木材産業を行う上で、林業、木材加工用機械等に供される軽油は必要不可欠な生産資材であり、本

税制措置を講じることにより、林業・木材産業の生産コストの負担を軽減し、林業・木材産業の経営の安定

と木材の安定供給を確保することを目的としている。 

 

（２）施策の必要性 

我が国においては、戦後植林した人工林が利用期を迎えており、間伐による森林の育成や、主伐等による

木材の供給及び主伐後の再造林を推進することで、森林を循環的・持続的に維持・利用し、国土保全や二酸

化炭素吸収源などの森林の公益的機能を発揮することが期待されている。 

また、森林から供給された木材の利用は、炭素の貯蔵、化石資源の代替、住宅・建築資材のコンクリートな

どから製造時の二酸化炭素排出量の少ない資材への転換につながることから、低炭素社会の構築を推進する。 

しかしながら、現在の国内の林業は、機械化の遅れなどから生産性が低く収益が少ないことから、森林所

有者の林業への関心は低下し、森林の手入れや木材利用が進まずに森林の公益的機能の発揮等に支障を来す

ことも危惧される状況にあり、林業・木材産業の成長産業化を実現するためにも、木材の安定供給と利用に

必要な安定体制の構築が重要である。 

このため、我が国の林業・木材産業の安定的な林業経営の基盤づくりを進める必要があること、また、林

業・木材産業が、木材を伐採・加工し利用に至るまでの軽油利用による二酸化炭素排出量よりも木材利用に

よる二酸化炭素排出量の削減効果が大きいことから、林業・木材産業に使用する機械の動力源である軽油に

係る軽油引取税の特例措置の継続を要望する。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

なし。 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

《大目標》 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、農業の多面的機能の発揮、森

林の保続培養と森林生産力の増進、水産資源の適切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定向

上と国民経済の健全な発展を図る。 

《中目標》 

森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展 

《政策分野》 

 林業の持続的かつ健全な発展 

林産物の供給及び利用の確保 

政策の 

達成目標 
生産コストの低減による林業・木材産業の経営の安定化等を通じて、林業・木材産業の成長

産業化を図り、平成32年の木材供給量3,900万㎥に貢献する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

平成 27年４月１日から平成 30年３月 31日まで。 

同上の期間中

の達成目標 
政策の達成目標と同じ。 

政策目標の 

達成状況 

木材供給量は平成 24年には 2,032万 m3であり、目標達成に向け、本措置を含めさらなる取

り組みが必要。 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

平成 27年度（見込み） 

区     分 林業者等 
木材 

加工業 

木材 

市場業 

バーク堆

肥製造業 

対象者数（千人） 1.6 8.6 0.5 0.2 

適用数量（千 kl） 90 55 13 11 

減税見込額（百万円） 2,897 1,766 432 365 
 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

軽油は林業・木材産業に必要不可欠な生産資材であり、その使用量は軽油の価格変動に左右

されないため、経営状況が価格変動の影響を受けやすい。 

また、本特例措置が廃止された場合に生産コスト増分を木材価格に転嫁できないことから、

本特例措置は、林業者等の経営安定に有効であるとともに、木材の安定供給に一定の貢献をし

ているところである。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

地球温暖化対策のための課税の特例として軽油に上乗せされる税率に係る還付措置（石油石炭

税） 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

なし。 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

なし。 

要望の措置の 

妥当性 

軽油は、林業を営むために必要不可欠な生産資材であり、軽油価格が上昇傾向にある中で、

適切な森林整備を推進し、木材を安定供給するためには、林業者の生産コストの低減につなが

る本税制措置を講じることが妥当である。 

また、主要な林業、木材加工用機械等の動力源に使用される軽油の代替燃料はなく、本税制

措置が講じられることは妥当である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

軽油引取税の課税免除の特例措置 

適用総額の種類 
適用総額（千円） 

23年度 24年度 

税額 91,311,885 94,380,805 
 

税負担軽減措置等の

適用による効果（手段

としての有効性） 

軽油は林業・木材産業に必要不可欠な生産資材であり、その使用量は軽油の価格変動に左右

されず、経営状況が価格変動の影響を受けやすい。 

また、本特例措置が廃止された場合に生産コスト増分を木材価格に転嫁できないことから、

本特例措置は、林業者等の経営安定に有効であるとともに、木材の安定供給に一定の貢献をし

ているところである。 

前回要望時の 

達成目標 
政策の達成目標と同じ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の

理由 

木材供給量は平成 24年には 2,032万 m3であり、目標達成に向け、本措置を含めさらなる取

り組みが必要。 

これまでの要望経緯 

昭和 31年 創設 

昭和 53年 対象に林業、木材市場業、木材加工業を追加 

平成元年  対象に素材生産業を追加 

平成６年  対象にバークたい肥製造業を追加 

平成 24年 特例措置の３年延長 
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区分 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

林業者等 1,800 1,600 1,600 1,600

木材加工業 9,200 8,900 8,750 8,600

木材市場業 500 500 500 500

バーク堆肥製造業 200 200 200 200

11,700 11,200 11,050 10,900

林業者等 35,808 40,931 45,642 50,471

木材加工業 27,325 27,713 29,969 30,756

木材市場業 6,275 6,829 7,713 7,521

バーク堆肥製造業 5,751 5,959 6,196 6,362

75,159 81,432 89,520 95,110

林業者等 1,149 1,314 1,465 1,620

木材加工業 877 890 962 987

木材市場業 201 219 248 241

バーク堆肥製造業 185 191 199 204

2,413 2,614 2,874 3,053

対象者数
（人）

計

適用件数
（KL）

計

減税見込額
（百万円）

計


